
告 示

石川県告示第225号
　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定する特定調達

契約につき ､随意契約の相手方を決定したので ､次のとおり相手方等について告示する ｡

　　令和８年６月30日

石川県知事　　山　　野　　之 　 義

１  随意契約に係る特定役務の名称及び数量

  石川県情報セキュリティクラウド構築　一式

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

  石川県総務部デジタル推進監室県庁デジタル推進課

  金沢市鞍月１丁目１番地

３  随意契約の相手方を決定した日

  令和８年５月12日

４  随意契約の相手方の名称及び所在地

  北陸通信ネットワーク株式会社

  金沢市西念１丁目１番３号

５  随意契約に係る契約金額

  122,892,000 円

６  契約の相手方を決定した手続

  随意契約

７  随意契約の理由

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１項第１

号の規定に該当するため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第226号
　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、特定計量器（非自動はかり、分銅及びおもり）の定期

検査を次のとおり実施する。

　　令和８年６月30日

石川県知事　　山　　野　　之 　 義
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　知事が指定する場所で実施する検査

区　　域 日　　時 場　　所

能美市全域

令和８年８月４日（火）

（午前10時から正午まで及び午後１時から午

後３時まで）

寺井地区公民館

中能登町全域

令和８年９月１日（火）

（午前10時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後３時まで）

社会福祉センター　大ホール

加賀市のうち

湖北小学校、片山津小学校、動橋

小学校、分校小学校及び作見小学

校の各通学区域

令和８年９月３日（木）

（午前10時から正午まで及び午後１時から午

後３時まで）
動橋地区会館

加賀市のうち 

橋立小学校及び金明小学校の各通

学区域

令和８年９月４日（金）

（午前10時から正午まで及び午後１時から午

後３時まで）

橋立地区会館

加賀市のうち 

錦城小学校、錦城東小学校、三谷

小学校及び南郷小学校の各通学区

域

令和８年９月８日（火）

（午前10時から正午まで及び午後１時から午

後３時まで）

かが交流プラザさくら 

多目的エントランスホール

加賀市のうち 

山中地区並びに山代小学校、東谷

口小学校、庄小学校及び勅使小学

校の各通学区域

令和８年９月10日（木）

（午前10時から正午まで及び午後１時から午

後３時まで）
山代地区会館

能登町のうち 

内浦地区

令和８年10月１日（木）

（午後１時から午後３時まで）
内浦総合支所

能登町のうち 

柳田地区

令和８年10月６日（火）

（午後０時30分から午後３時まで）
柳田総合支所

能登町のうち 

能都地区

令和８年10月８日（木）

（午後０時30分から午後３時まで）
能登町役場

穴水町全域

令和８年10月15日（木）

（午前11時から正午まで及び午後１時から午

後３時まで）

穴水町Ｂ＆Ｇ海洋センター

羽咋市全域

令和８年10月20日（火）

（午前10時から正午まで及び午後１時から午

後３時まで）

屋内ゲートボール場 

すぱーく羽咋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第227号
　漁業法（昭和24年法律第267号。以下「法」という。）第16条第１項の規定により、まさば及びごまさば対馬暖流系

群、ずわいがに日本海系群Ａ海域、まだら本州日本海北部系群並びにぶりに関する令和８管理年度（令和８年７月１

日から令和９年６月30日までの期間をいう。以下同じ。）における数量を次のように定めた。

　　令和８年６月30日

石川県知事　　山　　野　　之 　 義

　まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに日本海系群Ａ海域、まだら本州日本海北部系群並びにぶりに関する

令和８管理年度における法第16条第１項に定める数量は、次のとおりとする。

第１　まさば及びごまさば対馬暖流系群

　１　都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量

　　　7,800トン
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　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県西海地区中型まき網漁業 2,700トン

石川県輪島地区中型まき網漁業 1,100トン

石川県定置網漁業 2,400トン

石川県その他漁業 現行水準

第２　ずわいがに日本海系群Ａ海域

　１　都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量

　　　329トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県知事管理漁業 329トン

第３　まだら本州日本海北部系群

　１　都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量

　　　試行水準

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県知事管理漁業 試行水準

第４　ぶり

　１　都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量

　　　試行水準

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県知事管理漁業 試行水準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第228号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり一般国道の区域を変更した。

　なお、その関係図面は、令和８年７月２日から同月16日まで縦覧に供する。

　　令和８年６月30日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

路　線　名
道　　路　　の　　区　　域 関係図面の

変　更　の　区　間 旧新別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ） 縦 覧 場 所

２４９号

鳳珠郡能登町字本木ト字３番１地先から

鳳珠郡能登町字本木ト字８番甲１地先まで
旧 7.70～17.00 187.6

奥能登土木

総合事務所

維持管理課

同上及び

鳳珠郡能登町字本木ト字３番１地先から

鳳珠郡能登町字本木ト字８番甲１地先まで

新
　同上及び

7.70～33.68

同上及び

187.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第229号
　次のとおり一般国道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示す

る。

　なお、その関係図面は、令和８年６月30日から同年７月14日まで縦覧に供する。

　　令和８年６月30日
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石川県知事　　山　　野　　之　　義

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日
関係図面の

縦 覧 場 所

野々市鶴来線
白山市鶴来本町二丁目ワ38番１地先から

白山市鶴来本町二丁目ワ40番１地先まで
令和８年６月30日

石 川 土 木

総合事務所

維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第230号
　次のとおり一般国道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示す

る。

　なお、その関係図面は、令和８年７月２日から同月16日まで縦覧に供する。

　　令和８年６月30日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日
関係図面の

縦 覧 場 所

２４９号
鳳珠郡能登町字本木ト字３番１地先から

鳳珠郡能登町字本木ト字８番甲１地先まで
令和８年７月２日

奥能登土木

総合事務所

維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第231号
　石川県指定金融機関の名称及び所在地（昭和39年石川県告示第192号）の一部を次のように改正し、令和８年８月

24日から施行する。

　　令和８年６月30日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

　表の株式会社北国銀行中央市場支店の項中「金沢市西念４丁目」を「金沢市広岡２丁目」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第232号
　石川県証紙売りさばき人指定（昭和48年石川県告示第380号）の一部を次のように改正し、公表の日から施行する。

　　令和８年６月30日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

２の輪島市の表中

「
２ 石川県猟友会輪島支部長　

高元政広

輪島市町野町 輪島市三井町洲衛

」

を

「
２ 石川県猟友会輪島支部長　

福島義浩

輪島市河井町 輪島市三井町洲衛

」

に改める。

石川県市町村職員共済組合決算公告

　地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第３項の規定により、令和７年度決算の要旨を次のとお

り公告する。

　　令和８年６月30日

石川県市町村職員共済組合

理事長　　粟　　　　　貴　　章

１  組合に属する地方公共団体等

雑 報
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市 町 一部事務組合等 合計

11 8 14 33

２  組合員数及び標準報酬の月額は、次のとおりである。

組合員の種別 一般職 特別職
短 期

組合員

市町

村長

特定

消防
長期

後期高齢

者等短期

組 合 員

市町村長 

長 期

組 合 員

継続

長期

任意

継続
合計

組 合 員 数（ 人 ） 12,067 39 5,354 17 1,486 8 33 2 0 302 19,308

標準報酬の

月額（万円）

長期 461,209 2,438 － 1,078 59,607 393 － 130 0 － 524,855

短期 480,984 2,894 103,942 1,428 59,610 529 939 171 － 7,872 658,368

一人当たり標準

報酬の月額（円）

長期 382,207 625,128 － 634,118 401,122 491,250 － 650,000 0 － 385,384

短期 398,594 742,051 194,140 840,000 401,143 661,250 284,424 855,000 － 260,656 340,982

３  組合職員の数は、次のとおりである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：人） 

経理単位 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 計

人    員 19 １ ４ ５ ０ 29

４  各経理単位別収支状況は、次のとおりである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：千円） 

区    分 短期
厚生

年金

退職等

年　金

経過的

長　期

退職等

年　金

預託金

経過的

長　期

預託金

業務 保健 宿泊 貯金 貸付 財形

（ 収 入 ）

負 担 金 4,974,638 11,517,009 616,374 76,833 178,267 220,773

掛 金 4,970,540 616,368 217,152

組 合 員 保 険 料 7,495,902

介 護 負 担 金 559,928

介 護 掛 金 566,899

施設収入・商品売上 217,733

連 合 会 交 付 金 903,601 68,107 44

利息及び配当金 3,080 2,010 7,580 21,274 1,204,411 7,794

そ の 他 収 入 21,090 342 3,413 4,504 12,385

他経理から繰入金 34,563 34,000

前年度支払準備金 872,475

計 12,869,171 19,012,911 1,232,742 76,833 3,080 0 283,289 448,918 277,511 1,216,796 7,838 0

（ 支 出 ）

給 付 金 6,179,703

役 職 員 給 与 129,870 5,012 30,149 43,758

旅 費・ 事 務 費 14,292 6,434 1,598 9,488 98

飲 食 材 料 費 46,162

委 託 費 4,989 7,886 24,103

支 払 利 息 3,080 745,665 3,045

連合会払込金・拠出金 744,153 19,012,911 1,232,742 76,833 92,468 2,764

前期高齢者納付金 1,320,660

後期高齢者支援金 2,228,036

病床転換支援金 1

介 護 納 付 金 1,075,046

他経理へ繰入金 34,563 34,000

そ の 他 支 出 13,865 51,157 379,103 216,105 38,227 4,420

次年度支払準備金 902,815
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計 12,498,842 19,012,911 1,232,742 76,833 3,080 0 292,776 435,199 294,014 861,241 7,563 0

差引当期利益金 370,329 - - - - - △9,487 13,719 △16,503 355,555 275 0

年度末支払準備金 902,815

年度末資本剰余金

年度末利益剰余金 2,517,126 - - - - - 503,196 1,159,780 707,165 10,020,722 337,552 145

発行人　〒920－8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

編　集　〒921－8002　石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 　㈱　共　栄　TEL（076）292－2236
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